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法
津
家
の
国
会
立
法
過
程
へ
の
参
加

上、
、引心
V

二Fじ

布E

で訪

日目百

法
作
家
心
記
却
に
つ
い
て
は
綜
々
な
官
庁
川
が
応
力
得
る
か
、
大
体
、

法
伴
家
と
は
、
法
律
を
州
市
ん
し

リ

μ
注
の
解
訳
湯
川
等
に
伝

手
す
る
専
門
4bhd

か

μ
味
1
、
法
律
家
は
法
学
者
と
弁
誌
L
L
S

山
川
市
宇
・
検
事
等
の
法

vγ
坪
説
家
と
法
仲
茶
務
家
h
v

通
称
「
司
令
〈
法
伊
4bhd

の

業
務
と
役
割
は
、

L
V
抗
的
に
一
汗
い
の
惇
釈
と
訴
訟
叩
兼
務
に
閉
山
返
す
る
も
心
で
み
A
V

〔
す
な
わ
ち
、

ェ
し
学
市
川
論
は
、
王
に
誌
協
一
山
川
学
に
似
す

る
こ
と
を
意
味
し
、
法
律
実
務
は
、
～
ー
に
一
川
一
衣
装
筏
に
限
速
す
る
ち
の
を
意
味
す
る
へ
し
か
［
、
多
い
慌
で
複
雑
な
枝
川
閣
を
見
山
じ
て
い
る

現
代
社
ム
だ
い
円
い
し
は
、
位
作
の
市
民
も
多
様
ご
あ
り
、

専
門
的
7
；
わ
る
わ
、
ふ
均
J

叩
論
也
、
ム
出
僻

14千
だ
け
で
は
〈
、
民
政
策
品
一
子
、
渋

＋仏い一じん出字、

多
様
な
円
一
治
的
需
市
民
が
発
井
す
る
こ
と
に
な
り
、
出
品
川
I
字
、
務
も
伝
説
的
な
法
律
家

る
部
川
－
、
同
業
務
以
外
に
、
立
法
、
一
J

ン
汁
ル
子
ィ
ン
グ
、

日川＆

A
うれ
4
y
y広
務
関
係
、
貿
易
一
協
定
や
貿
易
紛

7
与
の
関
係
法
務
関
係
、

G
H一
関
係
等
で
多
ね
な
法
rお
よ
問
史
上
？
党
E

、ぷ
l

長
7
7
一一

今
問
の

F
R
A
J
i
大
阪
I
八
九
討
の
続
之
町
砲
で
あ
ゐ
「
法
律
J

家
の
新
、
ノ
レ

Lr会
的

役掛同
L

Y

泳
、
」
の
よ
う
な
杭
1

〆
い
法
付
注
論
／
）
法
律
実
務
に
お
け
る
新
し
い
佼
ぶ
に
応
え
る
法
作
家
の
役
割
、
二
乏
の
関
連
が
あ
る
〉
一

人
大
国
連
邦
議
会
心
之
げ
法
支
援
組
織
に
は
、
多
数
の
法
律
家

J

り
＋
仏
立
五
時
務
ぐ
研
究

。mM
L
E
C
4
p
d

業
務
z
古
川
h

さ
せ
て
い
る
よ
う
ー
ペ

お
日
司
令
法
伴
家
の
役
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料

vq
）一渦
rた
け
の
概
念
に
関
、
し
、
多
似
た
主
義
が
ウ

2
9る

J

の

ivu過
程
と
り
、
民
律
を
制
定
し
、
行
政
的
を
位
以
寸
し
な
が
ら
凶

ノヘ
j与す

民
な
代
弁
す
る

v
法
附
の

F
べ
て
の
機
院
や
活
動
だ
け
で
な
く
、
内
閣
、
向
僚
、

必
が
議
会
JE中
心
に
し
て
1
V
法
JK
巡
る
日
助
キ
p
宵
む
人
一
体
的
な
過
詑
を
2
5
味
「
る

非
公
i

ん
の
機
関
や
持

政
党
、

圧
ー
ん
同
体
位
一
ず
の
公
式
、

こ
れ
に
対
し
て
状
認
の
之
J

法
泡
松
t
は
、
法
伴
家
が
炉
草
さ
れ
、
議
会
に
舵
品
、
つ
ん
は
先
議
、
己
れ
、
議
会
で
I
仏
伊
奈
に
対
」
2
今
審
議

を
討
に
後
、
政
府
に
移
送
さ
れ
、
白
一
本
｝
と
自
の
署
名
・
公
布
に
よ
っ
て
つ
の
法
律
、
一
し
て
の
効
力
が
交
生
ず
る
士
で
の
辺
山
刊
を
意
味

ム
o
J
Q
？もの

げ
法
“
思
杭
心
概
念
を
定
義
す
る
は
お
い
て
、

ν
法
心
対
象
z
ぜ
長
市
と

L
て、

J
U

一
法
治
紅
の
山
議
・
狭
義
」
／
｝

J

円
分

ず
る

F－併
J

去
の
る
ハ
す
な
わ
ち
、
狭
義
の
J
V

法
退
紅
と
は
、
法
侵
ー
の
一
刻
’
A
一
千
統
仕
意
味
L
U
J

る
も
の
で
、
法
ん
什
山
梨
r
A
辰
之
片
山
提
出

J

？
れ
、

審
J持、－

" 

公
布
さ
れ
る
い
支
出
で
の
法
律
の
制
定

T
続
右
中
心
2
す
る
法
律
制
定
了
続
主
意
味
し
、
り
一
設
の
立
法
通
科
こ
は
、

止
も
も
山
内
三
位
VJ4山
手
続
に
行
政
？
汁
の
法
規
山
？
止
手
続
で
あ
る
／
什
政
J
J仏
以
旦
程
及
び

i

一
治
体
の
法
規
む
？
U
手
続
t
d
R
る
条
例
と
規
叶
一
等
、

白
山
い
や
人
之
、
伝
全
般
の
制
江
辺
程
J

ど
ん
片
ト

J

も
の
で
為
る

げ
応
過
程
が
広
誌
で
お
れ
、

UM山
γ

設
で
ιの
h
d
、
！

υ一
読
心
成
巣
と
し
て
の
引
い
仲
は
川

え
の
牛
治
に
ふ
小
さ
な
げ
f
h
w

容
を
μ

的
人
ほ
す
た
め
、

1
1で
に
咋
け
ら
れ
た
zい
律
）

に
対
す
る
情
釈
だ
け
に
み
一
の
役
割
J

ど
限
定
す
べ
き

戸、』
L
I
R
引

φ

ノ、、

一

J
1
7

｛

出
律
を
作
る
こ
と
L

に
も
ユ
の
川
日
割
乞
拡
大
さ
せ
る
こ
1

／
が
望
ま
し
い
わ
い
出
掛
午
ま
で
は
な
い
政
治
家
MJ
法
律
乞
作
り
、

法
律
家
は
エ
の
よ
う
な
山
律
の
併
以
J

必
川
市
だ
は
り
が
白
、
り
心
使
命
J

思
っ
て
い
る
、
り
で
あ
れ
ば
、

Z

れ
は
主
一
覧
的
な
は
治
国
家
、
U
戸
主

的
な
次
官
で
は
な
い
だ
ろ
う
c持

同
の
J
dム
寸
の
誌
況
と
ぃ
信
律
案
の
い
冗
山
引
け
刊
以

法
f
～
い
の
川

4
H

持
庄
の
場
台
、
法
律
の
設
が
増
加
し
て
い
る
が
、

月
一

C
日
現
在
、

μwr止
に
は

二
五
の
現
行
法
令
が
存
在
し

ハノ「ノ円、

ιul
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c, 押： l ：日ヌ

ノ、統仮令 1 . li41 

行政！？託、総埋今 fフ

P守 ／入 LI ti Ii 

え
い
る
わ
一
ま
に
、
七
九
弘
法
作
の
施
行
λ

？
と
施
リ
ぽ
別
に
つ
4
M
V
ー
す
る
よ
統
領
令
と
松
市
ド
ー
ム
μ
及
び

法配也 1"l'・ wwぃnolc昭如la

一
一
一
ハ
八
二
工
法
律
の
下
村
波
紅
は
法
作
の
数

m九
ロ
目
、
そ
れ
亡
れ
一
え
問
と
七
二
及
び
一

［丘］点1rのi），令JJ'.1日

fつ＂＇08ielI ;;31JH ~1qt1 

を
ー
凶
っ
て
い

政
府
の
隙
d
以
降
、
高
法
目
凶
制
定
さ
れ
た
後
、
二
れ
主
ず
に
九
刊
改
正
が
な
手
れ
、

一
九
一
回
芯
法
が

F

公
布
さ
れ
ず
八
。
士
十
一
、
政
府
の
出
向
リ
以
降
、

() 

九
］
人
口
f
皆
川

A

ム

ド
l

J

弘山肌コ一
F
ト
パ

二
立
刀
法
律
が
公
布
さ
れ
に
。
法
人
μ
円
増
減
を
、

川
羽
在
ま
で

以
降
の

J

し
い
祝
言
！
な
通
じ
て
み
る
に
、
法
律
、
ぷ
統
領
令
、

相
告
は
増
加
傾
向
を
絵
－
T

野 ＇！， 声

し
て
い
る
r

符
に
、
結
行
き
、
れ
？

γ

法
律
パ
V

数
を
？
？
と
、

九
七
八
汁
ー
に
は
7

ハ
八
九
「
ー
よ
り
〈

オ
ノ
一
ノ
＼
ド
ご
と

／
＼
f
j
f
i！
｛

V
 

ェー一

J
な
コ
て
お
り
、
が
＝
（
（
年
前
で
お
よ
そ
二
乍
ー
に
増
加
［
た
に

，、－
1< 
'' 
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法
律
案
の
提
心
状
況

日［干支の l~Lザわ？；主週坪＇＇＂＇：芸司；

A 
の討ち

事cl叫
代
｜主｜
ム
古

I ホ
モノ、

" 計
ノ、
苛

ノ、
G) 

11'. 1,; 
3目
j拙

治
一
万
代
同
会
で
は
い
総
計

つ
の
応
伸
、
第

ハ
代
回
会
は
総
引
九
州

第
一
仁
代
間
会
で
は
〆
ト
札
計
七
四
八
八
の
法
律
案
が
提
出
さ
れ

一
心
法
律
け
や
通
過
し
と

J

一
つ
つ
一
八
年

」
の
咋
で
一
九

月

六

l
ま
ご
の
一
設
員
同
町
山
法
作
茶
、
r
政

H
M山
法
律
一
一
を
ム
円
わ
サ
て

六
バ
に
開
院
7

し
た
第
九
代
凹
訟
に
人
っ
て
、

（
ハ
ハ
）
九
ギ

一
一
川
二
同
の
法
律
奈
が
凹
A

三
に
捉
出
さ
れ
、
ご
の
市
で
一
一
仁
の
法
作
案
げ
か
国
会
主
通
過
、
に
～

v

、L
の
絞
］
け
か
ら
、
国
会
で
の
議
ノ
岬
古
川
4
7
J
L
P仁
y
h

い
れ
て
お
り
、
け
凶
作
を
泊
切
な
時
期
に
改
正
し
て
い
る
乙
い
う
許
冊
を
す
る
こ
y
、生

E
き
る
反
町
、
凶
U
ん
の
立
ぬ
か
い
つ
は
、
作
／
げ
が
多
い
J
河
叫
に
相
繁
に
改
正
さ
れ
る
ご
と
が
開
法
で
あ
る
よ
う
に
円
や
れ
る
」
作
片
い
じ

対
す
る
晴
山
一
附
の
吋
能
性
又
は
受
存
度
等
J
V
と
論
ず
る
以
前
に
、
こ
の
よ
う
に

数
多
川
」
パ
パ
ペ
律
が
、
こ
の

F
つ
に
一
傾
向
訴
に
i

変
わ
る
こ
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と
け
戸
、
同
「
与
ん
の
ほ
桁
パ
ゴ
活
J
E
Z
肝
剖
さ
什
、
よ
い
の
一
同
一
今
以
上
の
り
目
標
T
／
～
し
て
捉
不
六
、
れ
る
～
仲
間
安
定
住
乞
脅
m
l
J
て
い
る
の
で
あ
る

d

ま

ー
心
、
他
ト

H
4
1
法
律
誕
の
同
町
出
附
慨
を
持
コ
て
い
る
政
的
、
ζ

凹
去
を
み
て
い
る
こ
、
こ
の
一
士
コ
に
多
く
の
法
律
今
、
ー
止
、
プ
〈
＼
抗
出
L
、
以
守
護

、J

、
議
決
げ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
牢
乙
る
c

特
に
、
法
律
を
在
議
九
一
議
決
す
る
機
関
で
ぬ
る
凶
門
会
で
は
、
回
い
ん
の
、
権
主
1

ー
〕
く
行
使
し
、
凶
U
ん
が
志
法
／
｝
法
律
に
従
ヮ
て
い
い
り

L
た
斗
十
日
権
限
を
正
し
く
行
位
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
伐
る
ま
亡
、

止
法
過
程
は
、
「
て
住
者

で
あ
る
同
氏
が
遣
問
ず
る
に
は
複
雑
で
授
し
〈
、
凶
民
が
リ
ル
山
過
程
に
五
質
的
に
山
手
げ

23
る

機

会

も

介

と
は
一
手
凡
な
っ
代
日
一
的
制
氏
五
、
i
認
の
原
攻
を
主
張
「
る
た
円
と
は
、
主
権
者
で
あ
る
利
一

k
の
忠
乳
感
乙
疎
い
れ
A
しが
d

め
ま
り

i7uu
大
き

い
の
は
平
実
で
あ
る
が
、
立
法
コ
引
込
山
恒
JUγ

－監如
u

し
て
、
統
制
一
o
J
Q
方
法
江
仏
刊
に
は
明
確
応
対
す
よ
も
な
い
。
従
コ
て
、
戸
）
の
よ
う

qv法
廷

程
に
法
律
家
が
参
加
す
る
こ
と
は
、
立
作
1

守
…
門
家
と
し
て
い
寺
内
世
の
強
化
、

氏
、
一
下
剰
の
補
充
、
代
議
制
門
比
恨
の
一
つ
の
側
一
闘
か
ら
ん
川
守

で
さ
る
で
あ
ろ
う

将
刊
の
す
一
法
過
程
の
概
観

日［干支の l~Lザわ？；主週坪＇＇＂＇：芸司；

斗
？
「
過
絞
り
全
体

出
品
叩
突
は
凶
会
談
員
と
政
府
門
炉
提
山
刊
で
き
、

凶
九
百
ぷ
は
が
法
沖
L

一
室
デ
ナ
ピ
組
出
ナ
る
七
め
に
は
、

。
人
円
以
上
の
結
成
を
持
て
射
出
し
な

日
れ
ば
な
、
つ
な
い

凶
務
ム
ヨ
戒
心
ι骨
一
設
を
同
計
九
ぱ
け
れ
ば
な
つ
な
い

r

政
μkmr法
律
家
主
提
出
す
る
た
め
に
は
、

一
心
人

ιし
し
の
同
会
議

い
や
政
府
！
？
捉
出
、
〆
た
法
律
支
は
、
同
会
司
誠
一
文
ぃ
北
山
さ
れ
た
役
、
所
色
の
い
刊
行
委
員
会
で
審
会
す
る
い
円
山
ノ
段
、
法
律
案
は
、
法
制
寸

法
委
円
以
会
心
件
f

」
小
・
字
句
審
人
司
令
粁
で
、
本
会
議
に
ト
れ
い
さ
れ
、
｛
客
企
禄
品
一
円
・
持
率
L
U
山
聞
で
川
H
疑
此
答
を
任
十
一
後
に
許
決
さ
れ
る
、

京
が
、
同
会
本
会
議
で
叫
引
決
さ
れ
る
ヘ
政
府
に
移
送
さ
れ
、
て
の
法
げ
げ
は
、

4
u以
内
に
同
務
会
議
の
一
命
誌
を
れ
て
、

大
統
制
令

二、九

7
1
Aペ

J

ミ

L
J
n

l

u

－－

r
I
4
7
ム
イ
｝
d

仮
に
政
れ
叫
に
移
注
さ
れ
た
法
停
に
対
し
て

NU志
向
が
あ
る
山
崎
九
ー
に
は
、

同
山
川
山
間
』
バ
に
布
持
説
只
の
悶
ぬ
半
数
の
出
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国会議長

国会議員

政　　府

本会議常任委員会

回
付

提
出

上
程

大統領

国務会議

移
送

公布

15
日
以
内

５
日
以
内

審
査
報
告

質
疑
報
告

可
否
決
定

還付拒否

直接上程



大統領

⑦⑧

国務会議

⑥

次官会議

⑤

法制処国　会
本会議

国会法史
委 員 会

国会常任
委 員 会

国会段階

公　　布

④

規制審査

③⑨

立法予告

②

関係機関協議

立　　案

①

国　
　
　
　
　
　
　
　

民
(ア) (イ)

官報掲載依頼
(行政自治府)



国民市民団体等から
法律案の作成要求

議員の法律案
起草

政党で法律案起草

所属国会議員に
法律案の発議依頼

国会法制室検討
（*任意手続）

10人以上議員
の賛成

議長に提出

憲法機関又は行政
部局で法律案起草

国会議員に法律案
の発議依頼



，~， 

制
民
化
さ
れ
し
い
な
い
斗
長
過
松
市
尺
tv
出
、
凹
民
提
出
、

lv
ヤい訪問眠、

ヨ
ピ

iγ
け
助
等

＋
ぶ
師
同
で
の
市
民
立
法
山
出
動
は

一
九
一
八
七
年
を
起
ム
一
と
寸
る
氏
、
t
化
説
助
以
ド

九
九
門
一
午
代
初
め
し
市
よ

J

始
ま
パ
ー
だ

v

特
に
、

に
は
、
引
会
連
助
か
、
り
必
起
さ
れ
る

υ
法
的
江
主
ぶ
が
、

制
反
卜
の
問
題
、
か
っ
x
J
法
議
題
と
し
て
扱
ー
わ
れ
る
場
含
は
焔
J
な
か
っ
た
が
、

民
t
化
以
伶
に
は

活
発
に
仕
っ
た
市
民
川
体
は

政
判
明
や
議
会
ま
た
は
政
氏
、
で
つ
J
f

正に

ね
え
の
法
作
の
制

tγ
改
正
・
廃
止
を
裟

求－
7
4ゐ
市
民
リ
法
当
肢
を
積
問
的
に
片
山
げ
始
め
た
ロ

乙
い
り
わ
汁

九
八
九
行
に
泊
り
さ
れ
ぺ
妊
泣
花
義
j

古
川
山
山
川
民
述
ム
ロ

（江川実述）

士
、
義
斗
朗
人
入
、

i
d
i
l－
－

L
 

政
羽
容
庁
へ
の
訪
問
、

v
法
円
山
見
書
－
4
法
山
、
4
r
法
訴
市
刷
、
ウ
ベ
以
前
編
し
す
の

υ
法
請
願
送
局
を
活
全
に
辰
鳴
し
た
代

表
的
以
市
民
い
体
で
あ
れ
、
金
拡
充
名
川
町
の
淳
人
の
に
め
り

u
比
一
手
以
は
、
桂
一
戸

C

一

司
制
さ
れ
る
〈
参
じ
ヨ
連
帯
J
U
、
ホ
l
ム
ペ

l
ジ
に
議
政
弘
机
セ
ン
タ
ー
一
、
一
湾
ム
以
前
机
専
門
サ
イ
ド
一
主
同
一
常
し
て
お
り
、
特
に
、

日
中
セ
、
最
も
山
山
却
し
に
手
航
こ
し
て

間
で
ぽ
、
ー
υ
法
公
絡
会
を
慌
催
し
た
り
、
？
げ
一
法
諸
肌
に
庁
い
す
る
一
日
前
ニ
訟
を
μ
脱
出
机
ず
る
な
と
、

山
法
話
’
M

N
一

る

i
v
pに
れ
す
る
市
民
の
参
う
は
、
立
出
に

ι一
す
る
庁
三
匂
一
統
制
で
は
ん
ホ
ノ
＼
各
界
各
層
心
古
川
地
ご
統
合
し
、
ま
と
め
る
う
え
て
I

刈

苧
約
三
み
の

η
、
民
汁
の
沼
山
王
的
な
と
当
性
ど
高
め
る
こ
と
に
な
る
号
本
、
こ
の
E
う
zd市
天
！
と
u
v
d引
は
、
法
律
家
む
レ
九
一
月
三
γ
交
け

ド
ぃ
民
立
法
活
動
を
一
利
〆

L
い

日［干支の l~Lザわ？；主週坪＇＇＂＇：芸司；

と
お
り
、
市
T

八
！
弘
法
運
動
は
、
『
げ
f

い
に
い
川
「
る
u
h
慌
ゃ
い
川
制
は
も
ち
ろ
ん
、
、
ふ
律
の
質
的
向
ト
2
専
門
牲
を
高
め
る
こ
と
に
寄
守
て
き

ーァ

包〉
c 

）比十
y

哀
凶
家
に
お
い
て
、
凶
門
家
岩
思
を
決
定
す
る
方
点
に
は
、
ド
区
一
政
民
王
て
交
と
間
接
民
ち
十
設
が
あ
り
、
戸
也
社
民
十
y

義

主
主
人
税
ず
ゐ
与
法
ド
は
、
代
－
K
的
ん
ず
ら
り
J
1
ザ
て
国
民
投
町
小
、
凶
い
同
党
案
、
凶
民
召
還
そ
の
制
度
が
あ
ゐ
じ
国
民
党
ぷ
ふ
と
は
、
阿
わ
叫
が

芦
技
法
律
家
や
凶
民
投
日
出
来
を
叫
ん
ι忠
清
1
L

川γ
議
5
れ
た
法
律
案
“
J

を
M
門
会
で
寄
託
、
議
決
」
ヲ
る
削
削
干
支
と
あ
る
ロ
出
民
会
案
判
制
洋
山
、
民

土
的
正
ω
性
に
ー
一
ア
古
川
門
に
依
拠
L
た
法
仰
い
い
を
げ
法
で
き
ム
V
ζ

い
う
ム
立
に
的
な
側
十
刊
が
あ
る
が
、

乃γ

礼二

'" J」k
IC 

か日
f目的
てな
l、uJz

" ・:)' 

l 

反

民
的

λ
日
叫
法
内
作
案
h
M

心
守
起
さ
れ
る
危
険
制
い
や
代
議
制
心
川
市
沖
に
マ
グ
后
一
αJ
る
こ

μwr止
に
は
、
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料

究
制
度
が
一
一
人
さ
れ
な
か
ッ
に

v

た
だ
、
語
原
伐
と
国
人
九
十
仏
に
よ
っ
て
「
ベ
亡
の
国
民
は

回
A
A
A

に
掃
出
さ
れ
に
L
J
法
訂
m引
の
作
品
以
は
、

斗
代
凶
会
で
－
H

斗
ハ
件

凹
会
山

ly？
弘
前
阪
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

一
六
代
凶
門
会
で
四

同
代
国
会
内
、
二
六
件

ノヘ
j与す

り
、
立
法
へ
の
実
質
的
な
影
響
ん
は
大
き
く
な
い
と
許
制
で
き
る
ο

へ
3
店
九
に
の
り
法
の
た
め
の
ロ

ν
治
駄
を
斗
法
過
刊
行
に
お
い
て
M
川
氏
が
孝
行
ぜ
で
き
る
つ
の
手
投

Y
7
て
み
る
見
沼
ー
も
あ
る
が
、

口
ド
一
、
活
動
の
ト
刀
法
、
ニ

企
業
や
利
江
川
休
の

frコ
で
沢
法
江
江
市
を
封
殺
ー
さ
せ
る

T
攻
と

L
て
み
る
向
き
も
あ
る
」
羽
伐
の
よ
う
に
、

限
界
に
つ
い
て
は
d
W
7
め
が
は
く
、
止
法
遇
制
机
を
主
山
さ
仕
る
ロ
ン

i
川
助
に
対
す
る
規
引
〉
か
な
い
状
能
、
で
、

＇~ 
腐
敗
Uコ
J辺l
f本

／よ

の
怖さ
も i
あ泊
るい酎J
" i土

ひ事
し実

い
引
済
的
、
村
会
的
忠
告
力
心
強
い
集
匝
が
独
占
「
司
令
料
開
ボ
を
引
き
お
こ
し
、

こ
れ
と
は
反
対
に
、
ず
法
の
全
体
通
科
に
お
い
亡
、

U

ピ
！
日
山
計
一
日

J

川
氏
参
H

つ
の
草
要
－
2
1日
は
で
丸
山
る
の
で
、

v
l活
動
河
」
制
の
制
度
化
以
我
が
出
の
政
治
改
革
に
お
い

C
必
須
で
免
る
と
の
計
筒
J
b
d
の
る
〈
瓜
在
、
民
会
に
は

以）一

段
び
リ
ピ
！
出
羽
川
「
犯
に
関
す
る
灰
律
家
、
ロ
ピ
ー
ス
ド
H
U
録
及
び
的
効
公
開
に
関
す
る
誌
律
家
一
、

ハ一

の
公
開
侃
に
以
計
る
リ
レ
律
楽
一
等
が
kt談
き
わ
戸
、
が
、

じ
っ
八
三

4
月
に
第
一
七
代
田
会
の
仔
問
川
県
川
了
に
よ
れ

F

一
し

四

法
灼
叫
ん
糸
の
凶
ム
パ
i

止
法
通
運
へ
一
心
安

u
b法

問
所
す
る
心
一
忠
法
規
定

一
六
晴
氏
M
門
の
工
り
取
は
、

M
H
尽
に
存
許
し
、
ず
ペ
て
の
祷
り
は
、
凶
民
か

J

山
必
ず
る
H

戸
中
宮
川
叫
dAMl知
名
川
骨
山
市

ん

C

こ
よ
h

、

r
j
i
f
z
f
t
 

同
氏
が
持
一
っ
て
い
る
こ
株
か
三
『
一

J

か
れ
る
統
治
権
々
は
、

i.t 

分
配
さ
れ
ト
、

Z
M
h
b
－U
統
治
怪
h
リ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立

L
七
げ
法
的
、
行
政
引
、
司
法
府
に
よ
〆
，
て
行
使
さ
れ
る
。
こ
の
よ
ミ
な
：
一
権

今
一
権
分
り
の
原
4
d
に
従
い
、

刊誌が
J

与
に
浸
ム
円
し
た
口

l
t
l
b
r
f
F
 

一
列
国
代
理
人
の
リ
ピ
！
出
羽

す
へ
て
廃
案
と
な
ワ

項
）
子
、
憲
法
の
規

一
ヨ
為

γ
ノ、、
f
u
 司
法
に
分
割
さ
れ
、
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ハザル
tM
（
り
尽
忠
は
、

lv一
K
権
は
凹
会
に
「
憲
法
第
四
コ
条
〉
、
行
政
権
は
大
統
組
な
6

K
と
し
て
い
る
政
府
二

室
、
仏
弟
ー
ハ
ー
ハ
条
第
四
一
取

司
法
権
は
法
院
に

（
時
間
以
法
皆
こ
一
り
一
条
第
雨
明
、
）
凶
さ
小
亡
し
い
る
韓
同
志
法
規
｛
一
心
に
ふ
ム
れ
て
い
る
ご
凶
只
ニ
桟

t
代
議
制
の
涼
w
y一にい抗

し
、
凹
ム
ぷ
の

υ法
権
は
～
よ
り
一
日

d

さ
れ
る
ご
言
法
九
時
四
ハ
）
条
は
、
止
法
権
は
M
門
会
に
一
同
ず
る
と
凹
会

yv法
の
原
則
十
一
規
定
、
〕
て
い
る

v

但

ー
〕
、
臼
ム
4

1

j

H

幻
山
町
山
則
は
、

臼
会
止
法
幻
川
畑
山
土
4
4
刊
ー
を
喜
悦
す
る
ふ
一
の
で
は
な
い
の
で
、

行
政
機
関
に

ι
る
行
政
守
法
と
泡
ト
刀
汁
治
体

に
よ
る
白
治
リ
法
等
は
、
回
中
日
出
川
府
去
の
心
一
一
に
よ
り
、

飢
の
機
関
に
い
竹
号
さ
れ
て
い
る

J

地
対
市
L
d
F
D
七九与は
1

百九屯ー一
1v

r
i

、
v

：j
f
j
dノ
4

υ
法
治
科
を
体
系
的
に
山
胤
律
FJ
る
川
市
一
法
は
存
在
せ
ず
、

行
政
規
制
且
木
法
、

当
会
渋
一
、
一
法
令
ゴ
の
公
布

に
E
h
r
る
法
律
一
時
ド
J

で
立
法
混
在
主
規
え
し
て
い
る
c

攻
町
山
九
庁
出
法
作
一
決
に
践
す
る

般
的
な
宅
用
ー
は

行
以
千
円
机
法

に
叩
f
疋、九
r

れ
て
ー
お
円
、
規
制
審
査
に
山
山
比
す
る
事
境
は
、

行
氏
川
店
制
立
柄
本
よ
し

に
川
ほ
｛
じ
さ
れ
て
い
る
ま
た
、

政
府
の
店
制
業
仲
間
に
関
連
す
る

H
ノ
体
的
な
事
折
、
は
、
十
八
統
伝
八
J

下
め
る
一
い
い
制
来
高
川
述
伏
見
定
一

2
総
理
ヘ
J

で
み
る
ー
出
制
業
務
運
戸
内
読
む
花
行
設
川
町
一
に
い
ゲ
心
さ
れ

日［干支の l~Lザわ？；主週坪＇＇＂＇：芸司；

と
い
る
つ
ま
た
、
ぷ
川
H

治
市
戸
山
、
ぷ
律
案
と
国
会
H

提
山

U
cれ
f
令

C
の
出
作
案
（
り
審
談
と
議
決
に
関
す
る
中
取
は
川
、
「
凶
ム
五
位
に
規
定

さ
れ
て
い
ゐ
u

ま
た
、
中
山
い
出
改
一
い
す
h
J
条
約
六
筑
箭
令
JY
台
U
凶
会
で
議
決
さ
れ
l
h

一
山
市
中
安
心
公
布

T
絞
刊
日
は
「
法
令
守
の
公
め
に
悶

ず
る
法
律
い
規
，
に
し
て
い
る

ν

こ
の
、
ぞ
つ
に
、
立
法
過
程
に
閉
す
一
る
非
体
系
的
な
法
’
7
主
総
合
、
ぷ
L
調
整
L
、
体
系
ル
ハ
1
4
0
必
長
引
i
め
る
と
い
う
t］
d

が
お
い
川
手
れ
て

具
体
的
仕
件
、
伶
家
が
提
仇
さ
れ
た
こ
ぶ
山
花
い
ハ

H
パ
体
的
な
法
制
実
務
に
つ
い
て
は
、

［主

口
（
い
い
一
ハ
介
に
白
山
叫
が
は
亡
刊

L
た

法
制
司
市
川
己
実
務
P

が
非
常
一
出
さ
れ
て
お
打
、

日
ロ
二
ワ
一
心
ハ
午
に
八
円
刊

L
ヒ

↑ノ、刊
HJ
内し一向
iT正、

仁
砂
市
v
勿
v

f

t

一
件
制
J
’呆一命八
d
立
川
町
』
が
示
ノ
制
さ
れ

r
L
い
弘
v
o
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料

国
民
と
し
て
の
巴
υ
片
山
地
在
へ
の
参
加

ニ
同
氏
の
げ
弘
法
己
見
の
以
υ

震
は
、
ま
ず
、
川
比
十
時
山
J
J
N

円
及
つ
止
法

J

士
一
円
安
に
対
十
プ
ツ
意
見
提
出
を
昂
じ
て
行
↑
ノ
ご
と
が
で
＃
る
し

ν

ノヘ
j与す

法↓

r白
制
夜
は
、

川
氏
の
多
様
な
さ
見
な
以
食
、
三
ー
ト
J

法
に
以
攻
L
d
J

る
こ
〉
で
、

J

法
令
系
の
内
特
乞
一
同
氏
に
え
に
↓
よ

7
公
開
し
、

法
過
程
に
対

γ
る
凶
民
の
参
う
機
会
を
H
仏
大
ず
る
ご
〆
」
で
、

吐
い
店
内
一
谷
川

J

民
ヨ
石
川
を
図
り
、
法
令
の
実
効
件
、
町
、
一
一
め
て
日
家
政
療
を
効

需
品
約
に
、
寸
3
7
ず
る
七
め
に

h
八一一

4
か
口
市
六
日
泊
さ
れ
た
コ
こ
の
制
を
は
、

九
九
八
年
か
ら
制
に
・
施
行
さ
れ
た
行
政

T
技
法
第
判

一
条
乃
ム
J
中
河
迎
条
に
明
記
さ
れ
た
。
特
川

v一
法
、
よ
円
引
伎
の
実
効
性
J

／
経
伝
「
る
に
め
に

法
制
抗
日
円
以
は
、
立
法
予
告
を
一
七
三

I
L

い
な
い
法
令
案
の
芥
査
要
請
を
受
け
た
場
台
に
、
古
川
出
予
告
を
ノ
仁
、
つ
り
が
ち
組
ψ
」
で
あ
る
〆
｝
川
断
し
止
に
き
は
当
設
行
政
リ
に
対
し
で

υ

法
子
パ
U
J
q
F
削
告
す
る
か
、
直
tt7hf
パ
口
引
で
き
る
、
」
と
か
規
’
止
さ
れ
L

い
る

c
L
か
L
、

f
告
を
行
わ
な
く
と
も
よ
い
例
外
字
引
が
広
紅

初
一国

て
あ
り
、
見
出
さ
れ
に
丘
は
の
反
映
が
小
分
で
ー
あ
る
と
の
和
論
ぺ
立
の
司
令
〈

（

2
）
同
尺
mv
！
止
法
主
少
し
ソ
の
も
う
一

は
義
務
平
沼
ノ
で
な
く
、

つ
心
力
法
、
よ
し
こ
は
、
－
げ
工
以
公
聴
会
制
皮
常
あ
げ
る
こ
と
が
で
詮
る
…

ヌ一

日
拭
量
事
政
と

L
E規
定
さ
れ
て
お
に
リ
、

i

J

h

J

J

、

l
j
l
 
公
耐
脳
会
心
開
怪

そ
の
結
果
と
し
て
、

リ
訳
公
聴
会
心
原
告
は
ボ
卜
分
保
広
況
で
あ
る

F

v
T官
製
作
が
民
主
的
で
効
z一I
的
に
進
行
さ
れ

主
二
す
こ

オ
日
1

i

適
切
な
よ
叫
ん
ロ
ど

iy？
山
す
る
た
め
に
は

川、？片山四一位〈
l

般
に
お
け
る
同
誌
の
参

与
拡
大
予
、
別
Y
A
f
r］
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
実
質
的
い
包
一
安
議
さ
れ
る
じ
ー
ゾ
法
過
程
が
防
鎖
的
て
あ
る
と
課
制
さ
れ
る
ほ
此
ば
、
川
平
に
精
読

の
公
開
；
共
有
に
応
極
的
で
な
い
か
り
は
↓
け
で
主
く
、

い
う
お
い

m
Eあ
る
）
政
府
が
法
作
菜
を
北
山
ぉ
2
6
2主
に
、
公
聴
会
主
執
務
的
に
開
催
、
二

般
市
討
を
実
質
的

せ
る
こ
〉
に
主
消
極
的
ご
あ
る
か
己
で
あ
る
と

ど
の
張
作
山
一
下
で
川
田
μ
ん
に
は
公
腺
会
の
関

保
山
愛
求
絡
を
お
う
」
2

る
規
定
を
新
設
ず
る
内
科
F
J
L

行
政
子
続
法
を
改
正
「
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
、
ず
J

な
わ
ち
、
回
会
法
第
斗
八

条
第
六
引
で
、
会
員
会
は
、
制
定
渋
作
家
、
及
ペ
J

九
都
政
止
案
に
対
1

J

て
は
、
公
聴
会
え
は
隠
閉
会
心
玄
関
促
す
べ
き
に
あ
る
と
い
う
規

定
を
置
い
て
い
る
よ
う
に
、
政
尉
止
法
の
場
合
口
に
も
、
公
認
会
を
兵
務
的
に
問
団
保

4
0
J

る
よ
う
に
「
司
令
川
VJIを
怖
く
必
乏
が
あ
る
u

政
府一
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が
川
町
山
山
す
る
、
ぷ
律
案
に
れ
す
る
『
げ
伝
公
聴
会
心
開
催
主
義
務
化
L
i
、
議
一
〔
一
山
一
は
と
政
治
r
V
ム院の

iy？
片
山
店
主
仁
の
パ
ラ
ン
え
を
と
る
必

安
が
あ
る
い

一3
）
時
国
で
は
、
「
良
一
川
ー
た
の
丈
め
の
弁
護
会
」

の
ふ
FLF
訴
訟
吾
、
口
支
ペ
ド
ダ
J

述
司
の
公
長
法
セ
ン
タ
ー
、
川
矧
境
運
動
述
止
の

公
4
5

原
人J

作
作
ャ
シ
夕
、
な
ど
の
公
心
作
日
反
政
が
M
抗
期
さ
れ
て
い
る
公
日
午
バ
ハ
u在
勤
は
、
：
片
山
、

判
例
玄

の
旧
ハ
本
的
な
変
化
を
泊
以
内
容
乙
し
て
ん
，
叫
ん
で
お
り
、
「
公
、
仕
法
運
此
は
、

N
f
h一
ハ
け
乙
法
律
専
門
家
が
結
合
し
て
こ
そ
、
人
と
の
河
内
を

へ
の
奈
川
上
刀
法
に
も
な
h
ん
わ
る

U

ー
乙
／
｝
与
え
ば
、
一
口
市
王
引

の
ホ

l
ム
ベ

l
ジ
に
は
、
守
け
一
MJω

に
誠
一
f
J

る
一
孔
イ
を
置
い
て
、
法
律
宗
に
対
一
o
J
Q
音

z
iを
掲
載

L
て
お
り
、

一以〕

環
境
巡
動
連
合
も
珠
境
頑
迷
立
法
に
対
寸
J
F
C
リ
古
川
ケ
ゲ
出
し
て
い
る
。
他
に
も
、
消
費
者
週
休
、
環
境
引
体
、
労
働
ヨ
体
斗
J

、
市
長
引
体

に
注
戎

こ
認
可
品
さ
れ
て
、
る
の
と
、
法
律
家
日

会
の
た
パ
め
の
日
目
一
歳
j
〈戸

げ
か
打
、
ド
工
前
に
一
万
一
歳
い
し
一
三
山
泊
三
G
か
、
ハ
バ
忠
一
日
常
が
ボ
ラ
〆
ア
J

ア
2
し
に
一
本
ノ
い
っ
し
、
同
連
法
律
案
に
汁
す
る
内
門
甘
口
を
ね
和
前

ι提
出
し

て
い
る
J

A

汀
Z
Xム
し
の
臼
引
い
で
め
る
大
韓
弁
進
七
協
会
J

百
五
市
紅
白
伝
案
に
初
し
く
多
く
の
立
法
意
見
守
出
し
こ
お
り
、

ホ
ー
ム
ベ

l
y
c

L

1

j

リ
い
律
来
店
見
事
ハ
レ
L

い
う
項

UJr住
け
に
ソ

同
ι 
百

議

員、
構
成
ラミ

n 
に

v、
る
子T

Jt) 

j字
軍
iJ、
白
之h

f高
；！ 

な
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ヘU
、？？っ…↓
A
J止
ま
ベ

ー

l
L
l
j
ノ
l

－

h
L

七
九
件
の
重
申
今
川
仏
作
案
v
h

、〉ヘ〕八け一
ιfl川

f
仏門月一

日［干支の l~Lザわ？；主週坪.＇＂＇：芸司；

対
「
る
『
げ
）
い
者
凡
な
山
「
な
と
、
活
発
な
rυ
法
参
加
を
行
っ
て
い

ゲ
パ
ア
ン
フ
ハ
非
再
い
口
山
は
、

凶
一
説
と
山
見
仕
九
叫
が
協
議
を
通
じ
て

十りいほを
υ

刊
ゐ
前
夜
が
量
り
怖
さ
れ
る
勺
め

校
凶
平
日
と
山
弐
団
体
の
ー
エ
弘
吉
古
い
ん
が
よ
め
る
割
合
が
高
ま
三
、
お
り
、
は
律
家
は
、
非
巾
y

門
的
ご
み
体
系
的
な
ん
内
ら
の
J
L
斗
広
告
汀
拾
い
与
門
川
円
と
体
系
住
の
双

h
を
付
与
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
〉
思
わ
れ
る
「

i』J

法
律
専
門
家
乙
し
て
の
J
V
十
出
過
科
ー
の
た
y
日

り
法
枕
仰
の
ヨ
休
は
国
会
で
あ
り
、

J

り
作
機
関
で
あ
る
同
会
は
、

止
法
問
込
町
村
に
参
加
「
る
の

U
F以？な
d
f
r

栄
治
な
参
加
方
法
で
為
市
う
n

ま
た
、
法
律
家
が
立
法
I
r人
同
首
相
織
の
構
成
員
ζ

日
り
、
げ
法
山
辺
程
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外
部
評
価
等
成
果
主
義

の
た
め
の
立
法
の
推
進

他
の
政
策
と
の
衝
突
、

予
算
確
保
の
難
し
さ

短
い
審
議
機
関
と
専
門
補
佐
人
材

の
不
足
等
、
立
法
環
境
の
劣
悪

地
域
宿
願
事
業
の
よ
う
な

無
理
な
立
法
の
推
進

国
会
議
員
間
の
重
複

し
た
立
法
の
増
加

他
の
政
党
の
政
略

的
な
妨
害
と
反
対

政
府
の
立
法
支
援
シ
ス
テ
ム

の
不
足
と
政
府
の
非
協
調

市
民
団
体
等
の
利
害
関
係
者
の

強
力
な
ロ
ビ
ー
活
動
と
反
対

そ
の
他

全体
国会
学界



の
可
決
f
f
u
U
川

%
で
あ
る
わ
こ
の
工
う
に
誌
一
周
発
議
（
り
ヤ
い
安
の
叫
仇
卒
が
怪
州
な
根
ト
ム
ド
的
な
い
原
同
に
つ
い
て
一
玄
問
、
し
た
結
果

、
緑
川
奴
回
答
）

は、

1

外
tu
－－h怖
与
の
成
門
犬
、
？
，
設
の
ど
め
の
抱
述
立
法
の
事
選
（
一
ハ

0
・
七
九
一
、
「
他
の
政
治
！
と
の
（
昨
日
突
、
ー
ヲ
常
ノ
崎
市
保

H
リ
h
H
J

ヨコ
nvm

）匂一一

「
た
そ
U
＃

T

L

短
い
い
脊
議
期
間
と
専
門
的
に
い
情
什
ー
す
る
人
引
い
の

J

小
芝
斗
J

J

法
環
境
の
劣
悪
さ

同

二
八
・
回
出
）

じ
%
）
L

、
「
治
山
崎
宿
願
事
業
の

の
ヰ
ホ
山
山
～
｛

凹
・
ハ
い
い
初
三
、
「
同
会
議
員
同
刊
の
重
像

L
た
立
庁
、
心
増
加

＼
 

r

f

 

在
百
｝
、

1

他
の
政
冗
心
政
略
的
な
妨
筈
乙
反
対

阿
－

A

】
町
一
、
「
政
府
の
ー
ν日
以
支
凶
川
、
ン
ス
テ
ム
の
T

ハ
備
守
政
泊
の
店
川
崎
北
℃
了

ー
で
d

の
つ

ハハ
J
%）

i

、
市
民
間
体
等
列
宝
口
湖
係
名
心
強
力
な
ロ

γ
i
活
動
？
ご
灰
汁

2
・
八
%
に
、

〕
代
？
中
」
ム
ム
ハ
り
運
営
に
刻
rJ
司
令
許
似
を
、
企
じ
て

乃
花

j~ 
Cコ
必
出J
f年
"・ •: ：：：~ 

指 o:)
iiiM；イh

'0 ;iii 
意
~iCJ Jい

す

1主
逗；
.ft 

jL 
ヰ千
円可

家
の
参
加
す
滋
め
る
と
と
の
必
附
久
性
を
哀
し
て
い
る
r

こ

u
ょ
う
芯
一
一
議
封
止
法
の
低
し
ォ
決
率
を
部
分
的
に
解
渋
で
き
る
、
川
被
法
な
の
が
、
法
律
家
が
？
リ
法
益
住
に
安
加
「
司
令
一
」
し
」
で
丸
る
ぐ

ほ
律
家
が
！
リ
、
、
仏
過
程
に
き
加
す
る
こ

1r
が
す
べ
て
の
問
医
を
尚
一
決
て
き
た
い
と
し
て
も

げ
ム
出
過
程
が
よ
り
よ
山
市
に
な
る
の
は
明
ら
か

亡
あ
円
、

υむ
の
政
策
及
ひ
）
山
内
一
と
の
ρ

科
系
企
主
ヱ
何
日

L
C、
州
市
白
街
バ
ん
す
る
！
リ
＼
仏
や
五
後
九
亡
粋
パ
け
る
こ

2
が
で
き
る
で
為
ろ
う

ν

〕二」、

日［干支の l~Lザわ？；主週坪＞ 'C:• ：芸司；

法
律
家
の

υ
伝
過
程
へ
の
参
加
は

「
よ
り
改
芦
さ
れ

ry仏
山
地
坪
l

に
い
川
し
と
は
い
ふ
ま
ト
包
と
く

川
正
爪
川
智
れ
の
川
凶
器
八
ー
と
よ
U

い
え

る
法
律
の
堂
一
的
改
草
川
に
寄
与
で
き
る
1
／
い
え
る
「

五

法
律
家
の
凶
ム
パ
古
法
へ
の
山
本
戸
羽
状
況
、
Y
L

改、喜一万一）双山

法
律
家
の
凶
A
Z
v
比
九
日
過
程
へ
の
す
ノ
引
状
況

へ
1
）
同
会
議
員
の
ム
？
の
法
作
家
の
札
兄

法
作
家
か
げ
法
活
犯
に
h

宇
加
す
る
長
J
u
d

土
子
山
日
方
法
は
、

日
り
、

ν
法
を
す
る
f
／
｝
で
ふ
め
る

U

？
夫
幹
日
目
一
歳

号車
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ノヘ
j与す

士
協
会
に
校
以
ぎ
れ
て
い
る
弁
議
士
は
、
↓
コ
ロ
リ
巾
ム
川

一
口
一
七
ハ
主
い
で
あ
川
、
同
会
議
一
日
の
中
「
で
、
山
万
一
本
吉
川
戦
wmh
政
治
家
の
次
に
ダ
グ
く
の
い
奴
な
！
め
て
い
る

汀
ャ
パ
l
m杭
布
、
制
人
会
員
と
準
会
リ
デ
I
A
rしめ

職
業
引
わ
で
あ
る
凶
会
一
説
良
心
｛
位
以
の
ロ
で
、
弁
刊
誌
の
い
～
訟
は
、
約
一
日
%
で
あ
る
に

こ
れ
ら
ず
i
Z
A
ム
し
凶
会
誌
は
は
、
凶
誌
の
法
制
同
法
委
員
会
に
州
民
す
る
場
合
が
多
／
＼
法
制
討
作
妥
員

会
て
法
作
家
ぐ
し
て
の
山
げ
門
性
向
r
一
発
糾
し
て
い
る
。
前
述
の
？
”
法
過
程
ミ
検
討
し
ん
l
f
d
う
に
、

す
べ
て
の

法
律
案
は
、

体
系
2

忠

7
匂－
4
奉
仕
の
た
め
に
、

持
別
な
場
合
を
除
い
て
、
法
制
司
法
委
只
会
を
絞
る
よ
う

に
な
っ
と
い
る
り
で
、
「
べ
て
の
件
、
中
茶

ω、
原
則
的
に
法
伊
（
怒
り
干
に
か
ひ
γ
Q
w
J

に
立
つ
一
に
い
る
n

向
車
ア
の
欽
は
、

現
存
ど
仁
川
が
二
一
八
耳
珂
名
で
あ
り
、

愉
宇
の

れ
級
法
淀
川
乍
ハ
心
C
司法一

に
よ
〈
亡
、

品
以
は
、

検
市
山
口
斗
い

にドーホ
h
り
、

川
崎
和
山
口
か
一
九
団
広
白
て
あ
る
〈

こ
れ
、
b
司
泣
的
に
い
ね
す
る
判
お

と
行
段
山
川

r所
漂
い
A
J

る
検
事
は
、

権
力
分
【
リ
心
胤
引
一
一
、
立
法
迅
い
れ
に
山
接
的
に
も
関
長
約
に
J
O
似
μ
J
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
法
搾
の
透
市
と
劫

t
h浪
ロ
れ
を
活
じ
て
143弘
過
程
に
い
収
用
ボ
主
犯
吐
い
で
き
る

一2
）

lυ
伝
補
助
機
関
に
勤
務
す
る
よ
い
作
家
の
収
次

同
会
事
務
処
の
ご
王
な
機
能
は
、
立
以
機
能
で
士
山
り
、
国
会
事
誇
処
で
ー
ζ
よ
れ
よ
紙
芝
拐
中
」
し
て
い
る
機
悶

は
、
有
名
の
法
制
円
が
勤
務
す
る
法
制
芹
で
あ
る
一

十
パ
ず
の
法
学
叫
二
守
山
所
持
立
が
レ

国
会
宇
和
四
処
に
は

一
一
一
名
の
討
議
士
》

法
令
車
、
」
一
信
州
持
者
ば
、
凶
九
立
の
9
4
同
任
委
口
円
A
A
A
L
）
法
制
百
な

こ
て
お
務
し
て
お
り
、
特
別
に
採
い
附
さ
れ
た
h
y
i
認
は
、
ア
一
に
法
制
宰
の
法
制
い
h
J；
ニ
ー
よ
町
務
L
て
い
る
つ

（

J
コ
じ
1

f

、
j

一
月
に
設
止
さ
れ
た
け
会

υ
法
調
当
込
さ
は
、

川沿ど門町ハハ
4P一
行
、

立
法

A
b寸
，
口
は
h

一
れ
C
占
め
る
引
、
現
有
は
、
同
名
の
t
H
V
一
山
口
ム
ト
セ
合
む
凶
六
名
の

v
法
説
査
｛
h
が
持
光
さ
れ
て
い
る
n

二
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●倫理特委

●情報委

●法制
司法委

●国会
運営委

法制調整
課

●教育委

●行政
自治委

●統一外交
通商委

行政法制
課

行政法制
審議官

●女性
家族委

●保健
福祉委

●文化
観光委

●国防委

社会法制
課

●財政
経済委

●国会
運営委

財政法制
課

●産業
資源委

●農林海洋
水産委

●科学技術
情報通信委

●政務委

産業法制
課

経済法制
審議官

法制室長

●建設
交通委

●環境
労働委

建設環境
法制課

総
務
チ
ー
ム

企
画
チ
ー
ム

政
治
議
会
チ
ー
ム

法
史
行
政
チ
ー
ム

外
交
安
保
チ
ー
ム

文
化
教
育
チ
ー
ム

財
政
金
融
チ
ー
ム

産
業
建
設
チ
ー
ム

科
学
環
境
チ
ー
ム

福
祉
労
働
チ
ー
ム

企　画
協力官

政治行政
調査処長

国会立法
調査処長

経済社会
調査処長

秘書官
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九只

。
ひ
ん
r

に
は
、
立
注
調
査
’
口
γ
」
二
六
軒
増
は
し
、
瓜
在
（
U

↓
〕
下
作
制
を
一
室
付
制
に
拡
大
史
編
す
る
ん
仇
ど
、
凶
制
改

編
案
が
国
会
に
係
留
さ
れ
て
い

こ
の
他
に
も
、
回
会
ピ
は
げ
法
又
問
問
紙
識
と
し
て
、
子
持
政
波
処
と
凶
ミ
凶
書
館
が
あ
る
r

J

り
つ
凶
宇
一
万
一
い
設

げ
さ
れ
た
1

J

貨
政
策
処
は
、
凶
会
主
F
J
M
具
決
算
・
長
八
台
及
び
財
政
運
用
に
関
連
「
る
事
同
一
に
悶
1

J

て
、
川
甘
ん
九
分
析
e

市一μ

3ち

耐
を
し
、
議
た
川
小
山
動
を
支
挺
す
る
組
織
で
あ
り
、
け
凶
作
案
に
汁
一
コ
ノ
る
一
附
安
安
川
を
推
計
す
る
ャ
〆
｝
ty通
じ
て
必
作
案
内
れ

汁

T
G財
政
的
な
影
響
を
市
下
川
評
価
「
る
。

九
五
二
午
に
？
当
会
図
台
半
治
ら
出
町
広
T
L
J
J

当
八
古
川
凶
ま
ー
や
か
は
、
国
会
議
員

4rρ
け
れ
〕
立
法
、
k
o
加
者
に
μ
川
口
一
ァ
山
九
日
川
…
冶
止
に
必
史
伝
情
報
t
U
P
R
利
f
r九
供
す
る
。

'b 

h
ベ
哨
で
式
的
山
決
案
の
検
討
及
び
審
脊
云

rrιυ
法
実
務
ー
を
担
当
し
と
レ
る
検
出
勾
は
、
リ
判
明
処
で
あ
る
乙
法
制
処
に

は
、
法
制
守
一
〕

（

γ人
J
人
一
ヘ
人
の
行
攻
半
務
官
が
い
る
（
こ
の
巾
て
九
人
が
法
人
f
内
L
L
所
持
者
t
d
R
じ、

（

J

R

八
の
ハ
バ

一一
i
ー
が
特
別
採
川
市
さ
れ

込山刈ヤ仇
T

J

J

一」、

z
t
l一
L

nう

」
一
正
れ
い
り
調
九
同
結
束
を
み
Q
と
、
は
内f
刊
記
む
リ
一
広
過
程
ウ
rJ参
加
は
、
次
第
に
噌
え
I
い
7
9
へ
凶
会
議
n
M
心
中
で
、
弁

一
売
！
の
数
vpb
次
弟
に
羽
加
し
て
い
判
的

R
V
伝
補
助
機
関
で
F

川
護
ー
を
今
r
h
y
k待
Y

棋
の
数
も
次
第
に
泊
切
「
る
日
間
川

γめ

心
と
の
よ
二

J

な
斗
ょ
す
仏
過
紅
い
へ
の
法
命
家
心
参
加
は
望
ま
し
い
状
記
で
あ
る
｝
市
述
の
工
う
に
、

現
代
田
家
に
沿
い
て

5 b 

は
、
法
律
の
数
が
増
許
し
て
お
り
、
現
利
回
vI
の
法
作
は
、
線
議
院
と
川
［
J

門
性
、
小
平
の
内
存
ヒ
の
特
性
と
、

J

て
向
指
で

き
る
c

法
律
家
が
す
べ
て
の
分
野
の
日
門
家
い
は
な
れ
な
い
た
め
、
法
沖
の
い
4
案
適
切
性
宇
一
統
持
品
ヨ
る
た
め
い
は
、
か
什

分
野
の
山
J

門
家
、
か
止
法
過
料
に
卓
予
告
1

る
こ
と
が
沼
ま
し
い
。
士
十
一
、
法
芹
専
門
家
は
、
立
法
過
m
M
ヘ
参
析
し
て
公
一
体

的
な
法
律
科
系
の
適
台
性
を
緩
持
L
、
F
付
1

十
日
泌
を
げ
法
し
な
が
っ
、
法
偉
い
の
対
釈
及
び
松
山
い
の
執
行
過
程
か
ら
宇
じ

る
同
志
山
を
事
前
に
除
＋
人
三
つ
る
な
こ
、
良
何
日
の
r斗仏ア／一行為ノ、」
ζ

べ
き
L
」
γi」
φ
め
司
令
n
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（3
）

V

イ
ツ
と
本
国
議
会
、
り
げ
伝
支
援
矧
織
の
現
九
日

大
統
領
制
凶
家
で
あ
る
米
凹
の
連
邦
議
会
は
、
品
以
｛
γポ
動
な
い
伯
佐
ず
る
的
…
わ
ん
な
立
法
支
援
組
織
を
習
い
亡
い
る
c

次
回
連
邦
議
会
の

止
法
？
？
九
一
ぼ
利
減
は

法
制
京

（

1
4
J
F
L

ぺ
C
『

（

2
2
1）
、
談
会
子
治
h
h
一

C
E
り
一
一
、
会
計

rT杭
院
へ
心

A
ハリ

J

、
議
会
川
内

去
一
紹
所
属

η
議
公
誠
意
工
町

「仁

R
S
）、

常
粁
委
員
会
心
政
策
鴻
佐
抗
日
、
M
J
が
い
る
ハ
作
州
問
中
は
、
議
長
に
日
叫
3

〆
超
ん
uy
一
山
的

k
d場
か

ら
議
円
以
の
げ
法
活
動
式
支
援
す
る
が
、
＋
に
、

法
律
奈
川
一
草
案
作
説
中
犯
り
し
て
い
る

J

F
i
h
法
制
ハ
ヤ
に
は
、

一
一
ー
パ
ヤ
廿
の
法
的

E
F

工
凡
名
刀
法
制
初
坊
戦
μ

買
が
お
り
、
ト
民
生
…
剖
享
に
は
、

二
一
名
の
法
制
Jhと
人
々
円
三
議
只
が

ρ
る
。
法
制
円
い
は
、
全
只
弁
護
十
い
や
t
仏
学

博
i
勾
J

の
法
や
ふ
M
J

門
忍
で
為
る
。
ま
た
、
議
会
読
査
い
均
｛

f
k
S）

ω、
pf一
疋
！
、
符
治
学
H
L
旬
、
救
出
円
寺
門
家
、
工
手
者
、
保
健
問
題

寺
門
家
、
清
川
相
守
門
家
、
混
同
一
段
び
外
ー
父
問
題
苦
門
事
、

t

以
内
リ
子
者
、
行
な
リ
一
r有
、
物
起
＼
rJμ

台
、
村
会
開
山
市
場
寺
門
家
叫
T
J
の
条
五
一
日
の
寺

門
職
に
従
事
ず
る
寺
内
人
村
を
育
め
、

一ヘス
U
f
ハ
午
の
訴
ん
同
で
は
、

仁

F
Y引
の
止
職
員
が
劫
務
し
L
い
r
匂
一
＝
脱
会
訳
合
川
町
は
、

的
に
中
！
と
的
ihh
！
止
場
か
ら
声
援
的
に
議
会
の
す
べ
て
の
設
ぷ
と
長
長
会
一
乞
（
片
象
に
伐
抗
的
専
門
MHjhpr
相
官
悦

L
て
い
る

業
務
は
、

深
間
引
的
立
政
教
分
析
、
苛
閉
忠
誠
吋
口
主
川
、
昔
、
ボ
円
百
九
崎
、

事
実
資
料
、

れ
湾
、
統
ィ
川
、
ぷ
車
中
士
リ
リ
レ
問
中
，
涯
の
分
析
、
之
じ
坤
什

日［干支の l~Lザわ？；主週坪＇＇＂＇：芸司；

併
引
先
、
『
げ
）
弘
山
市
肯
十
字
の
議
会
（
り
令
f
L

の
同
心
主
題
に
闘
し

C
多
似
た
形
態
で
行
わ
れ
る
お
に
、
米
凶
）
い
分
将
ベ
ル
う
の
は
律
的
判
長
が
必

安
な
分
野
に
は
、
ム
寸
噌
誕
百

i
が
多
殺
採
用
さ
れ
、

A
F
品
同
回
日
山
口
話
人
だ
き

E
4
と
い
う
主
誌
で
業
務
ー
ピ
遂
行
し
て
い

議
一
以
内
悶
制
凶
家
で
あ
る
ド

f
y連
邦
議
会
で
の
引
主
疋
ャ
人
按
組
織
は
、
常
任
を
閉
会
に
所
属
さ
れ
た
ー
一
門
家
グ
ル
、
t
7

以
外
に
、

会
一
人
投
机
～

一）

43己
主
、
行
政
支
機
処

（N
2守
山
一
何
言

2
2沖合、、

J

ド
リ
市
山
詞
宇
一
研
vん
処

ヘJ
M
h
d
m
L
切
符
コ

y《

U
T
P
凶
『
同
一

A
ド

1
7何

の
二
つ
の
仁
二
、
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
立
ド
イ
ソ
連
邦
議
公
の
げ
法
y

人
間
官
主
務
を

μ
2
r
fる
げ
法
叫
刑
事
正
研
究
仁
～
は
、

九
九
何
司
に
別
八
七
機
構
い
〈
し
に
州
配
線
さ
れ
、

九
：
ぃ
〈
け
一
午
に
草
仔
一
ぎ
は
ム
山
下
、
支
援

一
九
凶
九
年
ド
イ
ツ
述
邦
議
会
二
日
刊
に
始
ま
〕
、

ず
る
よ
ミ
に
』
組
織
さ
れ
に

U

げ
決
前
査
山
川
究
州
地
は
、
政
議
分
析
位
ひ
改
日
前
門
案
一
り
完
一
小
、
背
景
分
析
及
び
説
査
、
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料

草
案
り
れ
成
、
間
仇
有
心
主
に
対
す
る
概
観

j
d旬
、
日
叶
不
門
へ
淵
苧
及
び
討
論
の
た
め
の
皇
柄
引
成
、
演
説
の
た
め
の
資
刊
の
記
録
維
持
及

び
駄
4
H一
寺
山
広
範
凶
な
罰
則
域
に
校
三
L

又
援
活
動
吉
行
つ
f
L
ふおり、

ノヘ
j与す

日日出向同月よあ
L

り、

間
の

F
部
組
織
で
他
成
犬
、
れ
て
い
ゐ

μ
ハ
名
の
専
門
家
心
中
で
一
分
担
皮
が
法
律
旬
以
門
家
で
あ
る
）

一U
C一一

日
公
げ
法
過
程
の
A
U
菩
方
法
ζ

法
作
家
の
止
法
尚
一
校
へ
の
参
釘

現
在
の
河
会

υ
決
ι

淫
止
に
対
す
る
改
五
口
上
刀
法
と
し
て
は
、
法
案
費
用
の
推
：
い
の
活
性
化
、
止
法
一
式
価
制
度
の
湾
入
、
沼
氏
。

加
の
拡
大
こ

υ
法
活
犯
の
透
町
村
強
化
、

引
法
支
同
校
体
制
の
拡
大
こ
強
化
、

法
案
中
大
名
制
一
り
ハ
ス
幼
性
の
碓
が
等
h
I
司

t
u
y
fれ
て
川

こ
れ
に
記
述
し
て
、
寺
川
家
誠
九
H
で
は
、
当
ム
討
Y

げ
法
泊
四
U
幻
叩
叫
問
題
点
。
と
改
害
す
る
た
め
の
刀
策
と
し
亡
、
一
司
会
の

υ一
法
被
誌
の
改
杏

川

J
窓
会
一
汁
凡
悼
の
止
法
寺
内
生
の
訟
化
（
T

ヘ
仁
令
叫
%
二
、
「
法
案
否
4
m
J
E
桐
な
」
す
る
「
山
会
と
法
決

h
デ
↓
旧
刊
叶
「
る
ば
的
仰
の
協
力
協
化

八
・
二
%
）
一
、

一
市
J
パ
川
体
等
一
般
国
民
パ
V

芋
川
視
と
評
伺
機
能
心
強
化

h
%）

 

以
前
心
立
民
支
援
、
ン
ヌ
一
ア
ム
心
比
五
口

3
C行
一
以
府
比
一
心
立
法
支
J
札
機
能
心
投
化
（
一
・
0
%〕

等
の
山
崎
で
十
円

RMが
不
さ
れ
た

例
会
議
員
と
学
者
は
国
会
自
体
の
！
v
以
内
子

内
村
い
を
強
化
「
ず
る
ん

K
けや
H

恥
も
必
安
で
あ
る
と
指
抗
し
て
い
る
ー

国
会
白
体
の
i
v
J
H
M
寺
内
が
い
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
待
、
え
た
者
2

ど
対
象
に
、
同
会
肉
体
の
v

斗
出
専
門
性
中
」
強
化
す
る
た
め
に
最
も
必

支
で
、
日
体
的
な
わ4

法
kd
付
か
J
M

孔
詰
問
し
た
詞
宗
一
複
数
阿
久
円
）
、

1

議
日
刊
ハ
y
v
法
吹
柄
什
れ
す
る
凹
会
法
制
室
の
機
能
・
組
終
・
人
材
主
的

凡
に
い
ヨ
ベ
去
に
で
斗
あ
る
L

むしのすい同ん

（
七
八
・
八
%
）
が

H
切
的
に
多
か
っ
た
す

ま
わ
、
川
北
団
体
等
の
般
国
民
の
m
y
L
伐
と
む
引
制
俄
艇
を

強
化
ず
べ
き
で
あ
る
／
）
答
え
た
討
を
汁
象
に
、

一
般
国
民
に
d

る
駐
視
及
び
評
制
機
花
を
強
化
－
j
る
た
め
に
最
も
必
変
で
日
目
、
体
的
な
ん

法
は

h
か
に
つ
い
て
試
問
し
ん
ぶ
川
県

「
外
郊
の
民
珂
古
河
家
の
、
A
V
ノ
日
拡
大
佐
＼
）
交
流
出
性
化

ノ＋、
ι、

一
慢
数
一
刻
治
二

7斗
一

－

L

アー

沼
会
及
び
拡
均
ム
）
ハ
杭
疫
の
パ
似
性
化

（
h
c
e
J
4
%
）
」
、

「，
v
法
詩
情
相
役
の
与
入

（
臼
八
e
叫
%
）
」
、
等
心
意
え
が
多
か
つ
に
。
そ
の
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0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

国
会
の
立
法
環
境
改
善
等

国
会
自
体
の
専
門
性
強
化

67.4
76.6

58.2

法
審
議
を
担
当
す
る
国
会
と
法

執
行
を
担
当
す
る
政
府
間
の
協
力

18.2
12.8

23.6

市
民
団
体
等
一
般
国
民
の

監
視
を
評
価
機
能
の
強
化

11.5 8.5
14.5

政
府
の
立
法
支
援
シ
ス
テ
ム
改
善
等
、

行
政
府
内
の
立
法
支
援
機
能
の
強
化

2.0 2.1 1.8

そ
の
他

0.9 0 1.8

全体
国会
学界



料

こ
の
た
め
川
、

凶
会
誌
同
一
の
資
三
川
上
と
ー
斗
以
補
助
制
肢
の
拡
充
が
必
須
で
町
一
る
と
い
え
る
が
、
ヤ
い
作
家
の
立
山
過
程
へ
の
参
加
は
、

こ
の
ト
パ
一
生
約
山
正
証

J

て
く
れ
る
と
開
わ
れ
る

v

法
律
だ

お
い
て
、
法
律
り
門
家
の
立
見
J4
反
川
崎
す
る
一
、

t
が

J

小
川
司
欠
で
あ
句
、

ノヘ
j与す

法
律
家
の
審
議
過
日
一
に
お
い
て
3
0
審
議
の
μ

戸
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